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≪ 社会福祉法人仙台ビーナス会 事業所一覧 ≫ 

事業所名 
入居 

定員 
住所 電話番号 

仙台ビーナス会 法人事務所 ― 太白区四郎丸字大宮 26-3 241-5990 

特別養護老人ホーム 白東苑 50 名 〃 〃 

特別養護老人ホーム 白東苑（ショート） 20 名 〃 〃 

特別養護老人ホーム 第二白東苑 29 名 太白区袋原 4 丁目 36-18 748-5581 

特別養護老人ホーム 第二白東苑（ショート） 10 名 〃 〃 

特定施設 第三白東苑 30 名 太白区袋原 4 丁目 35-35 302-5514 

ケアハウス大宮 50 名 太白区四郎丸字大宮 26-3 306-2710 

四郎丸デイサービスセンター 40 名 〃 241-5927 

中田デイサービスセンター 25 名 太白区西中田 2 丁目 23-5 741-3881 

四郎丸在宅介護支援センター ― 太白区四郎丸字大宮 26-3 241-5684 

グループホーム おちあい 9 名 太白区四郎丸字大宮45-28 741-1655 

グループホーム ゆきあい 9 名 太白区西中田 2-23-5 741-3882 

小規模多機能型居宅介護 結いの館 25 名 太白区東中田 4丁目 21-27 741-0671 

四郎丸ヘルパーステーション ― 太白区袋原 3 丁目 1-31 306-2722 

袋原訪問看護ステーション ― 太白区四郎丸字大宮 46 242-8635 

中田地域 24 時間訪問介護看護センター  太白区四郎丸字大宮 26-3 241-1233 

四郎丸地域包括支援センター ― 太白区四郎丸字大宮 46 242-6351 

袋原地域包括支援センター ― 太白区東中田 3丁目 26-54 393-6533 

西中田地域包括支援センター ― 太白区西中田 3 丁目 23-3 741-5290 

往診クリニック ビーナス ― 太白区袋原 3 丁目 1-31 302-6772 

 

社会福祉法人仙台ビーナス会 

特別養護老人ホーム 第二白東苑 
 

  

 

《 第二白東苑について 》 

地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り家庭からの延長となる 

生活を目指し、入浴・排泄・食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の 

便宜の供与、その他の日常生活上の世話を行い、入居者がその有する 

能力に応じ、自律した日常生活を営むことが出来るよう支援する 

特別養護老人ホーム（ユニット型・完全個室）です。 
 

入所定員 ２９名 
 【お問合せ】 

【施設見学や申込の際は下記連絡先までお問合せ下さい】  

 
【 第二白東苑所在地 】 

太白区袋原４丁目３６－１８ ショート 

ステイ 
１０名 

 

 

 
Tel  ７４８－５５８１ ※ 利用料金は裏面をご参照ください。  

平成２３年 

８月 1 日開設 

 
Fax  ７４８－５５８２ 

 

 【担当】 
針生（長期生活相談員）／石井（短期生活相談員） 

受付時間 9：00～17：30  

                             文書管理：C12-7-L 版 



◇ 長期入居料金表 ～令和 6年 4月～ （月額 30日計算／単位：円） 

 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

第１段階 61,751 64,182    66,751 69,250 71,647 

第２段階 64,451 66,882 69,451 71,950 74,347 

第３段階① 86,951 89,382 91,951 94,450 96,847 

第３段階② 108,251 110,682 113,251 115,750 118,147 

課税層（１割負担） 131,681 134,112 136,681 139,180 141,577 

課税層（２割負担） 159,832 164,694 169,831 174,829 179,623 

課税層（３割負担） 187,983 195,276 202,982 210,478 217,669 

◇ 短期入所料金表（ショートステイ）～令和 6年 4月～ （日額／単位：円） 

 要支援１ 要支援２ 介護度１ 介護度２ 介護度３ 介護度４ 介護度５ 

第１段階 1,762 1,909 1,986 2,065 2,152 2,235 2,315 

第２段階 2,062 2,209 2,286 2,365 2,452 2,535 2,615 

第３段階① 2,952 3,099 3,176 3,255 3,342 3,425 3,505 

第３段階② 3,252 3,399 3,476 3,555 3,642 3,725 3,805 

課税層（１割負担） 4,093 4,240 4,317 4,396 4,483 4,566 4,646 

課税層（２割負担） 4,734 5,028 5,183 5,340 5,515 5,681 5,840 

課税層（３割負担） 5,376 5,816 6,048 6,284 6,547 6,795 7,034 

◇ 段階別区分内容及び食費・居室費（長期・ショート共通）～令和 6年 4月～ 

 区分内容 

 

預貯金等の 

資産状況 

 

食費 

（朝・昼・夕） 

食費 

（朝・昼・夕） 

ショート利用者

様 

居室費 

（ユニット型個室） 

第１段階 
世帯全員が市町村民税非課税であり 

老齢福祉年金若しくは生活保護を受けている方 

単身：1000 万

以下 

夫婦：2000 万

以下 

300円/日 300円/日 820円／日 

第２段階 
世帯全員が市町村民税非課税であり 

本人の前年の合計所得金額及び課税年金収入額の 

合計が 80 万円以下の方 

単身：650 万

以下 

夫婦：1650 万

以下 

390円/日 600円/日 820円／日 

第３段階① 
世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得

金額及び課税年金収入額と非課税年金収入額の合

計が 80 万円を超え 120 万円以下の方 

単身：550 万

以下 

夫婦：1550 万

以下 

650円/日 1,000円/日 1,310円/日 

第３段階② 
世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得

金額及び課税年金収入額と非課税年金収入額の 

合計が 120 万円を超える方 

単身：500 万

以下 

夫婦：1500 万

以下 

1,360円/日 1,300円/日 1,310円／日 

課税層 

（１割） 

本人が市町村民税課税である、若しくは市町村民

税非課税（本人）であるも、世帯内に市町村民税

課税対象者方がいる場合 

 
1,445円/日 1,445円/日 2,006円／日 

課税層 

（２割） 

上記課税層（1 割）内の第 1号被保険者で、本人

の所得金額が年間 160 万円以上である。その上で、

同一世帯の第 1 号被保険者の年間収入額が 

単身 280 万円以上、2 人以上で 346 万円以上の方 

 

1,445円/日 1,445円/日 2,006円／日 

課税層 

（３割） 

上記課税層（1 割）内の第 1号被保険者で、本人

の所得金額が年間 220 万円以上である。その上で、

同一世帯の第 1 号被保険者の年間収入額が 

単身 340 万円以上、2 人以上で 463 万円以上の方 

 

1,445円/日 1,445円/日 2,006円／日 

 

※長期、短期利用ともに散髪代、電気料、預かり金管理費などが別途必要となる場合がございます。 

（散髪代…1,900～8,000 円程度／1 回（カット及びカラー、パーマ等））（電気料金…300円／月（テレビ・冷蔵庫等持ち込み 1 台につき） 

預かり金管理費（長期のみ）…2,000 円／月（必要に応じて）） 

※上記料金表の中に含まれる各種加算算定項目は以下の通りとなっております。 

【各種算定加算項目】 

＜長期入所＞                            

① 日常生活継続支援加算    46 単位／日 ⑤ 生産性向上推進体制加算       10 単位／月 

② 夜勤職員配置加算      46 単位／日 ⑥ 高齢者施設等感染対策向上加算    13 単位／月 

③ 栄養マネジメント強化加算 11 単位／日 ⑦ 協力医療機関連携加算        100 単位／月 

④ 科学的介護推進体制加算  50 単位／月  

⑤～⑦の加算については算定準備が整い次第順次算定予定。 

※対象者のみ算定している加算については、個別でご案内いたします。 

＜ショートステイ＞                                       ＜長期入所・ショートステイ共通＞ 

① サービス提供体制強化加算Ⅰ⇒ 22 単位／日              ① 介護職員処遇改善加算 ⇒ 8.3％／利用総単位に対して 

② 夜勤職員配置加算     ⇒ 18 単位／日（予防除く   ② 介護職員等特定処遇改善加算⇒ 2.7％/利用総単位に対して 

③ 介護職員ベースアップ等支援加算⇒1.6％/利用総単位に対して                            

※ 上記①～②は利用される全員に該当する項目        ※ 上記①～③は全員に該当する項目 

１． 施設長 1人（常勤）（管理者兼務） ６． 介護支援専門員 1人（常勤）（介護職員兼務） 

２． 介護主任 1人（常勤） ７． 管理栄養士 1人（常勤） 

３． 医師 1人（法人勤務医） ８． 介護職員 22人（常勤 21 名）（非常勤 1 名） 

４． 生活相談員 2人（常勤）（副施設長・主任兼務） ９． 調理員 8人（非常勤） 

５． 看護職員 2人（常勤）（機能訓練指導員兼務） 10. 当直員 2人（非常勤） 

◇ 地域密着型（ユニット型・サテライト型）介護老人福祉施設＜長期入居＞ ご利用基準 

 １．要介護認定において要介護３～５の認定を受けている方。 

  （※別に定める要件により要介護１・２の方の特例入所有） 

 ２．入居前の住所において仙台市に住民票がある方。 ３．専門的な医療行為や医療機関へ入院等の必要ない方。 

◇ 短期入所生活介護＜ショートステイ＞ ご利用基準 

 １．要介護認定において要支援１・２及び要介護１～５の認定を受けている方。 

 ２．専門的な医療行為や医療機関への入院等の必要のない方。 

 ※ご利用前に担当されている居宅介護支援事業所の介護支援専門員（ケアマネージャー）にサービスご利用の 

  計画を立てて頂く必要があります。詳しくは担当の介護支援専門員、または当施設の生活相談員にご確認下さい。 

（緊急時は除く） 

◇ 主なサービス内容 

【介護サービス】 地域密着型サービス計画に基づき食事、排泄、入浴等の介助その他日常生活の世話等を行います。 

【食事】 栄養士の作成した献立により、栄養バランスを考慮、高齢者の健康に配慮した食事を 1日 3食提供します。 

     （一定の範囲内で提供時間や提供場所等の選択が行えます）また 1ヶ月に 1回の選択食を実施します。 

【排泄】 適切なアセスメントを実施し、排泄に関する自立支援を目的として施設内でのオムツ０を推進します。 

【入浴】 機械浴槽を設置しており、身体状況が重度になっても入浴が行えるよう支援します。 

【健康管理】 看護職員、介護職員により、毎日バイタルチェックや健康状態の確認を行うと共に、 

       定期・緊急時の通院介助等を行います。 

【終末期支援】 ご本人、ご家族の意向を最大限尊重した「その人らしい」終末期を迎えられるよう努めます。 

【機能訓練】 レクリエーション及び余暇活動、施設内クラブ活動を中心として楽しく実施します。 

【相談・助言】 各種生活相談に応じ、社会生活上の便宜の供与及び適切な助言に努めます。 

【緊急時対応】 夜勤職員を配置し、緊急時も 24時間体制で対応します。 

◇ 協力医療機関 

 内科（入院機関無） ⇒ 社会福祉法人 仙台ビーナス会 往診クリニックビーナス（嘱託医） 

 内科（入院機関有） ⇒ 独立行政法人 地域医療機能推進機構 仙台南病院（協力医） 

 内科（入院機関有） ⇒ 社会医療法人 康陽会 中嶋病院（協力医） 

 内科 (入院機関有)  ⇒ 医療法人財団 明理会 イムス明理会仙台総合病院（協力医） 

 歯科        ⇒ 武山歯科クリニック 

◇ 建物・設備について 

 ・各居室にベッド、エアコン、カーテン、洗面所、テレビ端子等が設置されております。その他テレビや 

  居室等で使用されるものは各自お持ち込みとなります。 

 ※ソファーや絨毯等については消防法の規程がありますので、お持込の際はご相談下さい。 

 ・全館バリアフリーで、冷暖房を完備しております。 

 


